
第
一
条
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
五
条
の
六

の
規
定
に
基
づ
く
衆
議
院
の
事
務
局
及
び
法
制
局
並
び
に
裁
判
官
訴
追
委
員

会
事
務
局
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
苦
情
の
処
理
に
関
し
て

は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
そ
の
意
に
反
し
て
、
降
給
さ
れ
、
降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
免
職
さ

れ
、
そ
の
他
著
し
く
不
利
益
な
処
分
若
し
く
は
取
扱
を
受
け
、
又
は
懲
戒
処

分
を
受
け
た
職
員
で
苦
情
の
あ
る
者
は
、
そ
の
処
分
又
は
取
扱
を
受
け
た
こ

と
を
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
本
属
長
に
対
し
、
そ
の
審
査
の
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
前
条
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
本
属
長
は
、
こ
れ
を
受
理
し
た
日

か
ら
十
五
日
以
内
に
、
そ
の
事
案
を
審
査
決
定
し
、
理
由
を
附
記
し
た
決
定

書
を
当
該
請
求
を
し
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
前
条
の
決
定
に
異
議
の
あ
る
職
員
は
、
決
定
書
の
交
付
を
受
け
た
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
、
公
平
委
員
会
に
対
し
、
再
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

②
公
平
委
員
会
は
、
前
項
の
再
審
査
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を

受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
事
案
を
審
査
し
、
そ
の
審
査
の
結

果
、
そ
の
処
分
又
は
取
扱
が
正
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
こ
れ
を
確
認
す

る
旨
、
そ
の
処
分
又
は
取
扱
が
正
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
そ
の
取
消
又

○
衆
議
院
職
員
等
苦
情
処
理
規
程

衆
議
院
職
員
等
苦
情
処
理
規
程

改
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平
一
三
年
二
月
二
九
日

（
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
日
議
長
決
定
）

は
変
更
及
び
こ
れ
に
伴
う
必
要
で
且
つ
適
切
な
措
置
を
す
べ
き
旨
の
判
定
を

し
、
理
由
を
附
記
し
た
判
定
書
を
当
該
請
求
を
し
た
者
及
び
本
属
長
に
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
前
項
の
判
定
の
結
果
そ
の
処
分
又
は
取
扱
を
是
正
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場

合
に
お
い
て
は
、
本
属
長
は
、
そ
の
判
定
に
従
い
直
ち
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
員
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
、

衆
議
院
に
公
平
委
員
会
を
置
く
。

②
公
平
委
員
会
は
、
委
員
九
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

③
委
員
は
、
衆
議
院
議
員
、
職
員
及
び
本
属
長
の
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
人
を

衆
議
院
議
長
が
委
嘱
す
る
。

第
六
条
公
平
委
員
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
議
員
で
あ
る
委
員
の
う
ち

か
ら
、
委
員
が
選
挙
す
る
。

②
会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

③
会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
委
員
は
、
議
員
で
あ
る
他
の
委

員
の
う
ち
か
ら
、
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
者
を
選
挙
す
る
。

第
七
条
公
平
委
員
会
は
、
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
事
は
、
会
長
を
除
く
出

席
委
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。
可
否
同
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

②
公
平
委
員
会
は
、
議
員
側
委
員
職
員
側
委
員
及
び
本
属
長
側
委
員
各
二

人
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
会
長
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
再
審
査
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
公
平
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
公
平
委
員
会
に
そ
の
庶
務
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
幹
事
及
び
書
記

各
若
干
名
を
置
き
、
会
長
が
職
員
の
う
ち
か
ら
命
ず
る
。
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第
九
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
、
衆
議
院
の
解
散
又
は
衆
議
院
議
員

の
任
期
満
了
の
場
合
の
公
平
委
巨
昊
云
の
審
査
そ
の
他
職
員
の
苦
情
の
処
理
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
衆
議
院
議
長
が
定
め
る
。

附
則

１
こ
の
規
程
は
、
国
会
職
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
施
行
の
日
〔
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
且
か

ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
こ
の
規
程
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
に
職
員
が
受
け
た
処
分
又
は
取
扱
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
第
二
条
中
「
そ
の
処
分
又
は
取
扱
を
受
け
た
こ
と
を
知
っ
た

日
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
規
程
施
行
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
且

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

衆
議
院
職
員
等
苦
情
処
理
規
程
／
衆
議
院
職
員
等
の
苦
情
の
処
理
の
手
続
に
関
す
る
件

衆
議
院
職
員
等
苦
情
処
理
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
日
議
長
決
定
）

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
衆
議
院
議
長
が
定
め
る
衆
議
院
職
員
等
の
苦
情
の
処
理

に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
同
規
程
第
二
条
の
審
査
の
請
求
に
あ
っ
て
は
行

政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
中
再
調
査
の
請
求
に
関

す
る
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
規
程
第
四
条
第
一
項
の
再
審
査
の
請
求
に
あ
っ
て

は
同
法
中
同
法
第
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
機
関
に
対
す
る
審
査
請
求
に
関
す
る

規
定
の
例
に
よ
る
。

附
則

本
件
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
本
件
の
施
行
前
に

さ
れ
た
処
分
及
び
取
扱
い
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

附
則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
且

（
施
行
期
且

１
本
件
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
衆
議
院
職
員
等
苦
情
処
理
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
日
議
長
決
定
）

第
二
条
の
審
査
の
請
求
及
び
同
規
程
第
四
条
第
一
項
の
再
審
査
の
請
求
で
あ

っ
て
、
本
件
の
施
行
前
に
さ
れ
た
処
分
又
は
取
扱
い
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
衆
議
院
職
員
等
の
苦
情
の
処
理
の
手
続
に
関
す
る
件

（
昭
和
六
十
二
年
四
月
二
十
七
日
議
長
決
定
）

改
正
平
二
八
年
三
月
二
八
日

一
○
五


